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はじめに 

 

 本年度の報告書は、ふるさと納税である。横浜市税制調査会は、毎年 1 つの

地方税を取り上げ、同税の実態や問題点を明らかにした上で、改革・改善の提

案を行っている。ここ数年で、法人住民税、事業所税、地方消費税、個人住民

税、固定資産税と順に見てきた。 

この間を通して、ふるさと納税の制度を審議の俎上に乗せたいと常に考えて

いた。なぜならば、ふるさと納税の現状が、税財政の理論や理屈から大きく逸

脱しており、税財政の専門家から見て、常識ではまったく理解できない状態に

なっているからである。 

ここで常軌を逸したと言っているのは、例えば、「地方の税源は一切増えず

に、単に自治体間の返礼品競争による税収の奪い合いになっている」、「ふるさ

と納税の 13％、1,656 億円が民間ポータルサイト事業者の収益」、「ふるさと納

税という名称に反して「官製ネットショッピング」になっている」といった状

態である。この状態に陥れば、地方自治体の税制調査会として審議をせねばな

らないのは明らかであろう。 

しかも横浜市の場合は、いま一つ審議しなくてはならない理由がある。周知

のように、ふるさと納税による個人住民税の控除額が、わが国トップを独走し

続けているからである。令和７年には、ワースト２位の名古屋市の倍近い 343

億円にも達している。 

本報告書では、ふるさと納税の実態を様々な角度から把握した上で、ふるさ

と納税の本質（「本来の趣旨」）に検討を加え、最後に今後の改善を提案する。 

ここで改善という表現を用いたが、上記の書きぶりからもご想像いただける

ように、ただちに制度を廃止すべきと提言したいのが、税の専門家としての本

音ではある。ただし、国民の間に広く普及し、返礼品の選択が日常化している

制度を、いきなり廃止とするのは現実的ではない。実際、令和６年には、横浜

市民の 12％近い約 47万人が、580億円近い寄附を行っている。 

 そこで、制度の廃止や抜本改革がなぜ必要なのか、まずは市民に認識しても

らうのが先決であり、ふるさと納税の実態や問題点を包括的かつ客観的に示す

のが本調査会の役割であろうと考えた。 

 ふるさと納税に問題があるということは、メディアを中心にすでに様々な指

摘がなされているが、本報告書は、税制度としてなぜ問題なのかという観点で、

様々な経験と見地から検証した結果であり、多くの市民、市会議員はもとより、

多くの地方関係者、ひいては国民のみなさまにご高覧いただければ幸いである。 
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第１章 ふるさと納税制度の概要・本来の趣旨 

 

ふるさと納税制度は、平成 20年度税制改正により創設された制度である。現

在では、国民の間に広く浸透し、地域経済の活性化や自治体間の競争促進など、

一定の成果を上げてきたと評価されている面もある。 

一方で、制度の利用の拡大に伴い、地方自治体の財政運営に一定の影響が生

じているとともに、制度の本来の趣旨や目的との乖離が指摘されている。 

そこで本報告書では、現行制度における現状や課題を整理し、制度の見直し

に向けたあり方について、意見を述べることとした。 

まず、本章において、ふるさと納税制度の概要と本来の趣旨を確認する。 

 

１ ふるさと納税制度の概要 

 

ふるさと納税制度は、平成 20年度税制改正において創設された制度であり、

自治体に寄附（ふるさと納税）を行った場合に、寄附額のうち 2,000 円を超え

る部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が

控除される仕組みとなっている（地方税法（昭和 25 年法律第 226 号。以下「法」とい

う。）第 37条の２、第 314条の７）（【図表１】）。所得割額の２割を限度とする特例控除

は、他の寄附金税制にはないふるさと納税制度特有の控除であり、納税者はこ

の控除があることにより、適用下限額（2,000 円）の負担のみで寄附金税額控

除を受けながら、返礼品を受け取ることが可能となっている。 

ふるさと納税ポータルサイト（総務省）によると、ふるさと納税制度は、

「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体

を選ぶことができる制度」として創設されたと説明されている。創設にあたり、

ふるさと納税研究会が総務大臣のもとに開催され、「ふるさと」に対する納税

者の貢献等が可能となる税制上の方策の実現に向け検討が行われた（検討内容が

とりまとめられた「ふるさと納税研究会報告書」の内容については、巻末参考資料 53～58 頁参

照）。 
  

【図表１】控除のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
参照：ふるさと納税制度の概要（総務省）  
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２ ふるさと納税制度の本来の趣旨 

 

ふるさと納税制度は、１に記載したとおり平成 20年度税制改正により創設さ

れ、平成 27年度税制改正時には、特例控除額の上限の引上げ（個人住民税所得

割額の１割から２割に拡充）及びワンストップ特例制度の創設（ふるさと納税

先自治体数が少ない場合等に限り、ふるさと納税をする際にふるさと納税先自

治体に申請することによって、寄附金控除がワンストップで受けられる特例的

な仕組み）（法附則第７条、第７条の２、第７条の３）が行われた（【図表２】）。この改

正をきっかけとして、ふるさと納税制度の利用が拡大し、控除額や受入額が大

きく増加することとなった（【図表５】【図表 11】）。近年は、制度本来の趣旨に沿

った運用がより適正に行われるよう、返礼品の基準に係る改正が行われている

ところである（巻末参考資料 30頁参照）。 

 本調査会では、制度の導入時（平成 20年度税制改正時）と利用拡大のきっか

けとなった平成 27年度税制改正時の国の議論等からふるさと納税制度の本来の

趣旨を確認した。 

 
【図表２】ワンストップ特例制度 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※１ マイナンバー、マイ・ポータルを活用した手続の簡素化を行うまでの当分の間の特例と

して創設（平成 27年４月１日以降に行うふるさと納税が対象）。 

※２ 控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税をした翌年に確定申告を行うことが

必要だが、確定申告が不要な給与所得者等について、確定申告がふるさと納税を躊躇する

原因となっている可能性があることから創設。 

※３ 所得税控除相当額を個人住民税から控除する仕組みにより、本来、国が負担すべき減収

分を地方自治体が肩代わりしている状況。  
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(1) 創設時（平成 20年度税制改正時）の整理 

 

 まず、ふるさと納税制度の基本的な考え方となったふるさと納税研究会報告

書（平成 19 年 10 月）では次のとおり整理されている（巻末参考資料 53～58 頁参

照）。 

・ 「ふるさと納税」が国民の大きな関心を呼んだことには、少なくとも三つ

の大きな意義（納税者の選択・「ふるさと」の大切さ・自治意識の進化）が

あるとされたこと 

・ 個人住民税の税額控除の割合について、他の寄附金税制とは異なり適用下

限額を超える部分の全額とすることは、①地方団体に対する寄附金は、行政

サービスの財源に直接充てることが可能な一般財源となるものであり、他の

団体に対する寄附金とは性格が異なること、②地方団体以外の団体に対する

寄附が行われた場合、地方団体の歳入は、個別団体でみても、地方団体全体

でみても必ず減少するが、地方団体に対する寄附が行われた場合は、寄附金

控除を行う地方団体の歳入が減少しても寄附を受けた地方団体の歳入が増加

するため、地方団体全体の歳入総額は減少しないことなどから、地方税であ

る個人住民税の制度上、特に高い公益性を有すると評価しても問題ないもの

と考えられ、適当であると考えられていたこと 

 この報告書の内容を踏まえ、政府税制調査会答申「抜本的な税制改革に向け

た基本的考え方」（平成 19年 11月）においても、納税者が「ふるさと」と考え

る地方公共団体に対する貢献や応援が可能となる税制上の方策を実現すること

が求められており、寄附金税制を活用した仕組みについて検討することが必要

であるとされた（巻末参考資料 59頁参照）。 

 なお、当時の国会においても、総務大臣より「ふるさと納税」の利用促進に

ついて、「寄附金税制の大幅な拡充を行うこととしたところであり、寄附文化

の醸成につながる第一歩だと考える」旨の答弁がされた（巻末参考資料 60 頁参照）。 

 

(2) 平成 27年度税制改正時の整理 

 

ふるさと納税を促進し、地方創生を推進するため平成 27年度税制改正におい

て、特例控除額の上限の引上げ（個人住民税所得割額の１割から２割に拡充）

及びワンストップ特例制度の創設が行われた（巻末参考資料 63頁参照）。 

また、当時の国会での総務大臣の答弁によると、個人住民税の特例控除額の

上限を１割から２割に引き上げた理由は、地方創生を推進するためにふるさと

納税の拡充を図っていくこととしたものと説明されている（巻末参考資料 64 頁参

照）。 

なお、改正に至るまでには、次のような経過があった（巻末参考資料 61～62 頁参

照）。 

・ 経済財政運営と改革の基本方針 2014（骨太の方針）において、「「ふるさ

と納税」の一層の拡充に向けて、手続きの簡素化など地方公共団体と協力

して取組を進める。」とされた 

・ 全国知事会、全国市長会及び地方六団体から、住民税の持つ負担分任の
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性格にも配慮を求めつつ、ふるさと納税について、地方活性化などの効果

に期待されることから「控除額の上限引き上げ」や「手続きの簡素化」に

ついて、検討すること等の提言等がなされた 

・ 平成 27 年度地方税制改正等に関する地方財政審議会意見において、「ふ

るさと納税は住所地自治体の個人住民税額が過度に減少するような仕組み

とならないよう留意が必要」「拡充の際には、ふるさと納税に対する謝礼

（返礼品の送付）について地方自治体における節度ある運用を求めたい」

とされた

３ 地方交付税の大幅削減との関係 

ここまで、国の公表文書を用いてふるさと納税の「本来の趣旨」を確認して

きたが、地方税財政という大きな視点で見ると、ふるさと納税の「趣旨」は別

にも存在するのではないかと考えられる。なぜならば、ふるさと納税の導入期

に、地方税財政制度に大きな見直しが行われており、この影響とふるさと納税

が無関係とは考えにくいからである。地方税財政制度の見直しとは、地方交付

税の大幅削減（平成 12～19年）であり、平成 16年度から 18年度にかけては、

「三位一体の改革」として、国庫補助負担金改革、地方への税源移譲とともに、

地方交付税の削減が行われた。この中でも、地方交付税削減に対しては地方か

ら強く批判と不満が示された。ふるさと納税の検討が始められたのが平成 19年、

導入が平成 20年であり、この時期はまさに、地方税財政が大きく変動するさな

かだったのである。 

 まず、地方交付税の推移（決算額）を見ると、平成 12 年の約 21.8 兆円をピ 

ークに減少し、平成 19 年には 15.2 兆円まで大幅に減少している。すなわち７

年間に、金額で 6.6 兆円、ピーク時総額の 30.3％もの極端に大規模な地方交付税

の削減が行われた。その後も地方交付税が元の水準に戻ることはなく、16 年経っ

た直近の令和５年度ですら、総額は約 19.0 兆円と、平成 14 年～15 年のレベルと

同等にとどまっているのである（【図表３】）。 

 地方交付税は、周知のように自治体間の「格差是正・財源保障」の役割を担 

っており、わが国自治体の大多数である財政力の弱い「交付団体」にとっては、

不可欠な基幹財源である。従って、これほど急激な地方交付税の削減は、地方

からの批判を引き起こした。 

 ふるさと納税の導入が地方の批判の緩和のために導入されたかは不明だが、

実際、ふるさと納税制度が、削減された地方交付税の代わりに自治体間の格差

是正（地方財政調整）の役割を果たしているという誤ったイメージを持つ人々

もいるようである。 

 ただし、詳細は第２章６で述べるが、ふるさと納税に財政調整の効果はない。

そのため、高まる批判の声を解消することはできなかったが、ふるさと納税の

誕生の背景には、このような考えがあったと推察することも可能ではないだろ

うか。 

 以上で概観したように、ふるさと納税が導入された「趣旨」には、地方交付

税削減が大きく影を落としていることが窺える。ただし、より突き詰めて事態
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を考えると、国の財政赤字が本当の「出発点」であることが分かる。なぜなら

ば、地方交付税に大幅な削減が行われた最大の原因は、国の財政赤字・財政再

建だからである。この点が分かると、上記のふるさと納税の「背景」をより簡

単かつ明瞭に理解できるようになる。なぜならば、ふるさと納税は、地方の財

源を用いた自治体間の財源移転であり、国の財政に響くことのない措置だから

である。国は、財政難を背景に、国庫の重荷となる地方交付税を大幅削減し、

その代わりに導入するふるさと納税によって、国の財源を用いずに大都市から

財源を移転（地方自治体間で再配分）し、「水平的な財源移転」を行うことと

したと推測することも、あながち的外れとはいえない。 

 
【図表３】地方交付税の推移（平成 11年度から令和５年度までの決算額ベース） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ まとめ 

 

本章では、ふるさと納税制度の概要及び創設・改正時の国における議論等を

確認した。 

国における整理としては、ふるさと納税制度が「納税者の選択・「ふるさと」

の大切さ・自治意識の進化」の意義をもち、「納税者が「ふるさと」と考える

地方公共団体に対する貢献や応援が可能となる税制上の方策を実現する」こと

として創設したということであった。 

ただし、具体的な内容を確認してみると、特例控除については、ふるさと納

税研究会において、地方公共団体に対する寄附金は、特に高い公益性を有する

ものとして考えられていた経緯は確認できたものの、国による説明（なぜ適用

下限額を除き全額を控除することとしたのか等）は明確ではない。 

また、特例控除額の引上げとワンストップ特例制度の創設の目的についても、

平成 27年度税制改正時には、地方創生の推進のためと説明しているが、地方創

生の推進のための方策がなぜふるさと納税制度の拡充という形になったのか、

論理的な説明はされておらず、不明瞭な点が残る。  
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第２章 ふるさと納税の現状 

 

本章では、ふるさと納税の現状について、確認する。 

 

１ 「ふるさと納税」という名称と制度内容 

 

まず、制度の名称にある「ふるさと」の概念について確認する。ふるさと納

税における「ふるさと」の概念については、ふるさと納税研究会において検討

された結果、それぞれの納税者が「ふるさと」という言葉に対して持つイメー

ジや考え方は様々であることから、制度上限定することは適当ではないと考え

られた（巻末参考資料 54頁参照）。 

また、「納税」という言葉が使われているが、正確には納税ではなく、地方

自治体へ寄附をする寄附金税制の一種である。 

 

２ ふるさと納税の利用目的は返礼品重視 

 

次に、ふるさと納税を利用する納税者の意識について、確認する。 

まず、民間団体が行ったふるさと納税の意識調査によると、ふるさと納税制

度の利用のきっかけとして、「税金の控除が受けられる」、「返礼品を受け取れ

る」、「寄附先の返礼品が魅力的だった」という回答が上位を占めている（【図表

４】）。他の民間調査の結果においても、寄附先を選ぶ際には返礼品の内容や魅

力・コスパが重視されていることが示されており（巻末参考資料 45 頁参照）、ネッ

ト通販に類似した様相を呈している結果となっている。 
 

【図表４】ふるさと納税制度に関する意識 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：寄付白書プラス 2024 ～2022-23 年の寄付市場を概観する～（日本ファンドレイジング協会） 
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３ ＜地方全体＞住民税控除額の拡大 

 

総務省が令和７年７月 31日に発表した「ふるさと納税に関する現況調査結果

（令和７年度実施）」（以下「現況調査結果」という。）を見ると、ふるさと納税に係

る住民税控除額及び控除適用者数（全国計）の推移は、年々増加しており、令

和７年度課税における住民税控除額、いわゆる本来住民税を納めるべき自治体

からの流出額は約 8,710 億円、控除適用者数は約 1,080 万人となっている（【図

表５】）。 

 
【図表５】ふるさと納税に係る住民税控除額及び控除適用者数の推移（全国計） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
参照：ふるさと納税に関する現況調査結果（令和７年度実施）（令和７年７月 31 日自治税務局

市町村税課） 
 

４  ＜大都市＞住民税控除額が多い自治体は横浜市を含む大都市に集中 

 

横浜市の住民税控除額及び控除適用者数の推移をみると、令和７年度におけ

る住民税控除額は約 343 億円、控除適用者数は約 47 万人となっており（【図表

６】）、減収影響額は個人市民税収の約７％に迫る規模である（巻末参考資料 34 頁参

照）。 

また、令和７年度課税における住民税控除額の上位 20自治体は、政令指定都

市及び特別区の自治体が占めており、人口が多い自治体ほど控除額・控除適用

者数が多い傾向がある（【図表７】）。さらにいえば、令和４年度課税以降の上位

20 自治体について、20 位内で順位変動はあるものの 20 自治体そのものの変動

がないことを踏まえると、横浜市を含む政令指定都市や特別区における控除額

は毎年多く、税収への影響が大きいと言える。  
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【図表６】ふるさと納税に係る住民税控除額及び控除適用者数の推移（横浜市計） 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【図表７】令和７年度課税における住民税控除額の多い 20自治体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
参照：ふるさと納税に関する現況調査結果（令和７年度実施）（令和７年７月 31日自治税務局

市町村税課） 

 

横浜市においては、令和５年度から、寄附用ポータルサイトを新規開設する

等、ふるさと納税の寄附受入拡大の取組を加速した結果、令和６年度の受入額

は、約 29億円となっており、前年に比べ２倍以上の受入がある（【図表８】）。そ

れでもなお、ふるさと納税制度の利用による控除額（令和７年度課税において

は約 343億円）を補うには到底及ばず、看過できない状況である。  

※平成 28 年度以降は、各年度の「ふるさと納税に関する現況調査について 課税における住民税控除額の実績等」（総務省）の数値、
平成 27 年度以前は、課税状況調をもとに算出し、作成。 

※表中（ ）内はふるさと納税ワンストップ特例制度の適用実績。 
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【図表８】ふるさと納税の受入額及び受入件数の推移（横浜市計） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

５ 年々増加するワンストップ特例制度の利用と控除額 

 

ふるさと納税において税額控除を受けるためには、原則として、ふるさと納

税をした翌年に確定申告を行うことが必要である。ただし、平成 27年度税制改

正において、ふるさと納税を促進し、地方創生を推進するため、個人住民税の

特例控除額の上限の引上げを行うとともに、確定申告が不要な給与所得者等が

ふるさと納税を簡素な手続で行えるよう創設されたのがワンストップ特例制度

である（【図表２】）。 

本制度を利用した場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除

額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で控除され、

所得税控除相当額を個人住民税から控除する仕組みとなっている。 

本制度の適用は年々増加しており、令和７年度課税における適用分の人数は、

全国で約 570 万人、横浜市においては約 23 万人となっている（【図表９】【図表

10】）。確定申告をすれば所得税から控除される申告特例控除額についても年々

増加しており、全国で約 376 億円、横浜市においては約 24 億円となっている

（【図表９】【図表 10】）。 

  

※「ふるさと納税に関する現況調査について 各自治体のふるさと納税受入額及び受入件数（平成 20 年度～令和 6 年度）」 

（総務省）から作成 

※表中（）内はふるさと納税ワンストップ特例制度の適用実績 
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【図表９】ワンストップ特例の適用状況（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【図表 10】ワンストップ特例の適用状況（横浜市） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 地方財政調整の効果はない 

 

 ふるさと納税ポータルサイト（総務省）によると、ふるさと納税の理念とし

て「地方創生」が掲げられており、大都市から地方へ個人住民税の一部が移転

することによる財政調整機能を期待されていることが窺えるが、現状として地

方財政調整の効果があるのか確認した。 

 まず、現況調査結果から、ふるさと納税の受入状況について確認すると、令

和６年度のふるさと納税の受入額は、約１兆 2,728 億円となっており、年々増
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加傾向にある（【図表 11】）。受入額の多い 20 自治体の寄附受入額を見ると、上位

20 自治体で約 2,533 億円となっており、全国の受入額のうち約２割を占めるこ

とが分かる（【図表 12】）。この 20 自治体中 15 自治体については、昨年の受入額

の多い 20自治体にも入っていることを踏まえると、ふるさと納税受入額は、一

部の自治体に偏っていると言える。 

また、自治体の財政力を示す財政力指数とふるさと納税受入額との明確な相

関関係は見受けられなかったものの、財政力指数が低い自治体が受入額を伸ば

していると言い切れないことは明らかである（巻末参考資料 37～38頁参照）。 

以上のことから、ふるさと納税による地方財政調整の効果はないと言える。 

 
【図表 11】ふるさと納税の受入額及び受入件数の推移（全国計） 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
参照：ふるさと納税に関する現況調査結果（令和７年度実施）（令和７年７月 31 日自治税務局

市町村税課） 
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【図表 12】令和６年度におけるふるさと納税受入額の多い 20自治体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
参照：ふるさと納税に関する現況調査結果（令和７年度実施）（令和７年７月 31 日自治税務局

市町村税課） 
 

７ ふるさと納税受入額の約５割は、ポータルサイト運営事業者への支払い 

など募集に要する費用 

 

ふるさと納税の募集に要する費用について確認する。現況調査結果を見ると、

令和６年度におけるふるさと納税の募集に要した費用は、全自治体合計で約

5,900 億円（受入額の約 46％）となっており、多額の経費がかかっていること

が分かる（【図表 13】）。横浜市においても、その費用は約 13 億 4,385 万円（受入

額の約 47％）となっており、増加の一途をたどっている（【図表 14】）。 

増加の要因の１つとして、近年の返礼品競争の過熱に加え、ポータルサイト

運営事業者へ支払った費用が多くなっていること（全自治体において約 1,656

億円、横浜市において約５億円）が挙げられる（【図表 13】【図表 14】）。  

※宝塚市によると、寄附受入額約 257億円には、市立病院に対する市民２人からの約 254億円の寄付を含んでいる。 

※令和６年度（令和６.４月～令和７.３月）の受入実績 
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【図表 13】ふるさと納税の募集に要した費用（全自治体合計額） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
参照：ふるさと納税に関する現況調査結果（令和７年度実施）（令和７年７月 31 日自治税務局

市町村税課） 

 

【図表 14】ふるさと納税の募集に要した費用（横浜市） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

８ まとめ 

 

ふるさと納税の現状としては、返礼品が重視された利用となっていること、

住民税控除額が年々拡大し、大都市を中心に税収に大きな影響が生じているこ

と、ワンストップ特例制度の利用が増加しており、それに伴う自治体の負担が

増えていること、地方財源の約５割は募集に要した費用となっていること等を

確認した。次章において、確認した現状から考えられる問題点について述べる

こととする。  

01181179
線

01181179
線

01181179
線

01181179
線

01181179
線
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第３章 ふるさと納税制度の問題点 

 

本章では、前章で確認した現状を踏まえた上で、ふるさと納税制度の問題点

について、述べることとする。ふるさと納税制度の問題点については、様々な

メディアでも言及されているが、本調査会としては７点を挙げることとする。 

 

１ 「ふるさと納税」という名称と制度内容の乖離 

‐地方税の応益原則から乖離している‐ 

 

一般的に「ふるさと」という言葉からは、生まれ育った土地などが思い浮か

ぶところである。出生からずっと同じ場所で育ち住んでいる場合には、その場

所が「ふるさと」となると考えるのが自然である。 

ところが、ふるさと納税においては、制度上、仮に住んでいる自治体に対し

てふるさと納税をしたとしても、ふるさと納税を受け入れた自治体は当該住民

に対して返礼品を送付しないこととなっている（注１）。ふるさとに対する恩返

しを制度の意義として挙げつつも、実際には、納税者が住んでおらず、納税者

自身とゆかりがない自治体を寄附先として選択できる制度であることを踏まえ

ると、この制度の名称は制度内容と乖離している。さらに、正確には納税では

なく寄附金税制であることを踏まえると、やはり「ふるさと納税」という名称

は制度内容が乖離していると考えざるをえない。 

そもそも、納税者が住んでいない自治体を寄附金税制の枠組みの中で行う寄

附先として選択するという考え方は、地方税の応益原則を歪めているという問

題がある。地方税は、地方自治体が地域の実情に即した行政サービスを提供す

るために必要な経費を賄うものである。そして、地方税には、地方自治体は行

政サービスの提供を主な役割としており、住民は何らかの形でその利益を受け

ているため、受けた利益に応じた税を負担するという応益原則があるとされて

いる。しかしながら、ふるさと納税制度は、居住地以外の地方自治体に個人住

民税の一部を移転させる効果をもち、結果として応益原則から乖離している。

このことは、納税者が居住地の地方自治体に納税することの意味や重要性を感

じにくくなるおそれがあり、地方自治や地域の民主的な意思形成に一定の課題

をもたらす制度であると考えられる。 

 

２ 本来の趣旨とは異なる返礼品目的での利用 

‐返礼品を受け取れる恩恵は高所得者ほど大きいという問題も‐ 

 

第２章２において確認したとおり、ふるさと納税を利用する納税者の意識と

して、返礼品目的による利用が多い現状は、制度本来の趣旨と異なった利用状

況であり、あるべき寄附金税制の姿でない。 

さらに、返礼品に関する問題を挙げるとすると、返礼品を受け取れる恩恵は、

高所得者ほど大きいという問題もある。ふるさと納税が寄附金税制で、控除額

が所得割の２割である以上、高所得者の税額が大きいことに比例して控除額も

大きくなることは、税制度上当然のことであり、それ自体に問題はない。問題
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とされているのは、ふるさと納税の場合は、控除に加え返礼品を受け取れるた

め、高所得者ほど受け取れる返礼品の恩恵が大きく、国民の間で不公平感が広

まる結果となっていることである。実際に、指定都市市長会における調査では、

前述の高所得者ほど控除額が大きくなる点に加え実施者割合が高い点について

も示されている。合計所得金額の階層別に見てみると、合計所得金額が 200 万

円超 700 万円以下の場合における実施者割合は 23.5％、一人当たり控除額は

36,968 円だが、合計所得金額が 1000 万円超の場合における実施者割合は

57.2％、一人当たり控除額は 205,388 円となっており、高所得者層ほど、ふる

さと納税の実施者割合及び一人当たり控除額が高くなっている（【図表 15】）。 

 
【図表 15】所得階層別のふるさと納税実施者割合及び一人当たり控除額（指定都市） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
参照：指定都市市長会「令和８年度税制改正要望事項」（令和７年 10月） 

 

ふるさと納税の返礼品に係る税制上の取扱いについては、ふるさと納税の返

礼品は法人から寄附者への贈与であると解されることから、返礼品については

所得税法上の一時所得に該当する。平成 27年の国会においても、その点につい

て触れられており、「一般論として申し上げれば、良識の範囲内にとどまる返

礼は、「特別の利益」に該当するとは考えられないところ。高額すぎる返礼品

は税制上の疑義を生じうる」旨の見解が示されている。最近の高額すぎる返礼

品を鑑みると、控除の対象外となる「特別の利益」に該当するような返礼品を

用いて寄附を募ることは本来の趣旨に沿ったものではないだろう。  

 

３ ＜地方全体＞課税権の削減 

 

第２章３において確認したとおり、ふるさと納税に係る住民税控除額は年々

増加しており、令和７年度課税における住民税控除額、いわゆる本来住民税を
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納めるべき自治体からの流出額は約 8,710億円となっている（【図表５】）。 

地方自治体が、地方自治の本旨に従ってその事務を処理するためには、課税

権、すなわち必要な財源を自ら調達することが不可欠である（注２）。しかし、

前述のとおり、地方自治体全体の税源がふるさと納税により約 8,710 億円が流

出している実態を踏まえると、地方自治体の課税権が減らされている。地方自

治体の自主財源を充実させることは、地方分権を推進するためにも必要不可欠

であるにも関わらず、ふるさと納税は、それを阻害している要因となっている。 

 

４ ＜大都市＞課税自主権の削減 

 

第２章４において確認したとおり、横浜市を含む政令指定都市や特別区にお

ける控除額は毎年多く、税収への影響が大きい（【図表６】【図表７】）。 

本調査会における諮問事項となっている課税自主権とは、「地方団体が地方

税の税目や税率設定などについて自主的に決定し、課税すること」であり、

「地方分権を進める観点から重要であり、地方団体が制度を活用しやすいよう

見直しを行い、拡充を図ってきているところ」と総務省において説明がなされ

ているものである（注３）。住民税控除額が増え税収への影響が大きい大都市の

自治体にとっては、特に、ふるさと納税制度の利用拡大は、３で述べた課税権

が削減されていることで財源確保に影響をもたらしており、その結果、課税自

主権も削減されていると考えられるのである。 

 

５ ワンストップ特例制度による納税意識の希薄化・自治体の負担増加 

 

第２章５において確認したとおり、ワンストップ特例制度の適用は年々増加

しており、確定申告をすれば所得税から控除される申告特例控除額についても

年々増加しており、全国で約 376億円、横浜市においては約 24億円となってい

る（【図表９】【図表 10】）。ワンストップ特例制度の利用が拡大するほど、本来、

国が負担すべき減収分を地方自治体が肩代わりする負担は増加し、自治体の財

政を圧迫するという問題がある。 

さらに、本制度は、本来納税者が行うべき申告の手続きを自治体が肩代わり

することになっている点も問題があると考える。ふるさと納税の意義の１つと

して、納税者が寄附先を選択する制度でその使われ方を考えるきっかけとなる

ことで、税に対する意識が高まり納税の大切さを自分ごととしてとらえる貴重

な機会になることが記載されている（巻末参考資料 29 頁参照）。しかし、ワンスト

ップ特例制度を活用することで手続きが簡略化される実態は、むしろ「税に対

する意識が高まり、納税の大切さを自分ごととしてとらえる貴重な機会」とな

ることを遠ざけており、納税意識の希薄化につながっているのではないかと考

えられる。納税の大切さを自分ごととしてとらえるためには、納税者自身で確

定申告等の必要な手続きを行うことで税に対する意識を高めてもらうべきであ

る。また、本来納税者が行うべき申告の手続きを自治体が肩代わりすることに

伴い、自治体の事務負担の増加にもつながっている問題もある。  
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６ 一部自治体への受入額の偏り 

－地方財政調整を逆行させる危険性や地方税の奪い合いの発生‐ 

 

第２章６において確認したとおり、ふるさと納税受入額は、一部の自治体に

偏っており、地方財政調整の効果はない。むしろ、魅力的な返礼品を調達でき

る財政力がある自治体へより多くの寄附が集まっている状況もみられることか

ら、地方財政調整に逆行する働きをするおそれもある。地方財政調整を適切に

実現できるのは地方交付税だけであり、財政収入と財政需要の把握を前提とし

ないふるさと納税には、自治体間の財政調整を果たす仕組みは備わっていない。 

また、ふるさと納税による「地域経済活性化」についても、正しく認識しな

ければならない。ふるさと納税制度による寄附金の獲得を目指して返礼品の発

掘と調達に注力することで、地域経済の活性化に効果のあることは否定しない

が、前述の受入が多い自治体が偏っている現状を踏まえると、その効果は一部

の自治体に限定されており、制度全体として一般的に是認することは難しい。

そもそも他の自治体の税収を原資として地域活性化を図る仕組みが妥当かどう

か、改めて検討する必要がある。 

さらに、利点のように指摘される「自治体間の競争」についても、誤った認

識が広まっているように思われる。ふるさと納税の意義の一つとして「自治体

が国民に取組をアピールすることでふるさと納税を呼びかけ、自治体間の競争

が進むこと」が掲げられている（巻末参考資料 29 頁参照）が、実態は、地方税の奪

い合いに終始し返礼品の工夫に重点が置かれているに過ぎない。このような

「自治体間の競争」がはたして望ましいものなのか、「適正な競争」と呼べる

のか、改めて問い直す必要がある。 

いずれにしても、地方財政調整の効果はふるさと納税には備わっておらず、

地域経済活性化や自治体間競争の利点も文字通りに肯定できるものとは言い難

い。 

 

７ 地方財源の民間事業者への流出 

‐ポータルサイトの過大な手数料は一部の業者の大きな収益に‐ 

 

第２章７においても述べたとおり、近年の返礼品競争の過熱も相まって、ポ

ータルサイト運営事業者に支払う費用は多額となっており、令和６年度は全自

治体合わせて約 1,656 億円にも上っている。これは、自治体へ寄附された総額

の約 13％にのぼっており、もともとが地方税であるふるさと納税の 13％は、民

間事業者の収益になってしまっているのである（【図表 13】）。 

本来、地方自治体によって住民への行政サービスとして使われるべき財源の

13％もの金額が、特定のポータルサイトの運営業者に流出しており、地方財源

の減少を引き起こすことで、行政サービスの低下も懸念されている。ふるさと

納税により、行政サービスの水準と税収における相関関係が切り離されており、

横浜市を含む大都市自治体を中心に財政運営に深刻な影響を及ぼし始めている。 

ふるさと納税の創設時は、民間企業が運営するポータルサイトの利用など想定

されていなかった。ところが返礼品競争が過熱し始めてから、より多くの寄附
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を追い求める自治体は、国民へのアピール手段として、ポータルサイトに頼ら

ざるをえない状況に陥っている。この点からも分かるように、この深刻な「ポ

ータルサイトへの多額の支払い問題」を解消ないし緩和するためには、返礼品

競争の構造的な是正が不可欠と考えられる。 

 

８ まとめ 
 

 １から７において確認したとおり、ふるさと納税の本来の趣旨や意義と現状

を照らし合わせると、理念と実態の乖離が顕著であり、返礼品競争の過熱や寄

附額の偏在、制度運営に伴う多額のコストなど、構造的な課題が浮き彫りにな

っている。これらの問題を放置すれば、制度の公平性や健全性が損なわれる恐

れがあるため、寄附金税制のあり方について、制度設計の根本から再検討する

ことが必要である。 

 そこで次章において、ふるさと納税制度の今後のあり方について、確認した

問題点を踏まえ述べることとする。  
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第４章 ふるさと納税制度の今後のあり方 

 

本章では、第３章で述べたふるさと納税制度の問題点を解決し、今後も持続

可能な制度となるための改善策として、次の１から４について検討した。 

 

１ 返礼品の禁止 

 

改善策として、まずは、ふるさと納税特有の返礼品を禁止することについて

検討した。 

そもそも、ふるさと納税制度の本来の趣旨が何かということについては、第

１章で確認したとおり、本調査会において国の議論を基に検討しても曖昧さは

拭いきれず、国の説明には不明瞭な点が残る。ただし、もしも創設時に謳われ

ていた生まれ育った自治体への恩返し、応援したい自治体へのサポートが本来

の趣旨であれば、返礼品は必須ではなく、地方税法上においても寄附を受けた

団体が返礼品を提供することは義務付けられていない。返礼品を禁止し応援し

たい自治体へのサポートのための寄附金制度として利用が増えることで、制度

本来の趣旨に沿った運用になることが期待できる。 

また、返礼品を禁止することで寄附を受け入れる自治体にとっては、返礼品

を調達する費用やポータルサイト運営事業者への支払いがなくなり、自治体に

多くの財源が残ることとなるメリットがある。 

ただし、この改善策の実現にあたっては、返礼品の提供は、寄附の対価では

なく、別途の行為として各自治体が判断して行われているもので、これを一律

に税制度で禁止することは、なじまないとも考えられる。 

したがって、返礼品の禁止は、慎重な検討を要するものであり、実現が困難

な改善策であると考える。 

 

２ ポータルサイトを自治体で運用 

 

次に、ポータルサイトを自治体で運用することについても検討した。 

現状として、第２章７で示したとおり、ポータルサイト運営事業者に支払う

費用は、令和６年度において全自治体合わせて約 1,656 億円にも上っている。

繰り返しになるが、本来、地方自治体によって住民への行政サービスとして使

われるべき財源が、特定のポータルサイトの運営業者に流出し地方財源の減少

を引き起こすことで、行政サービスの低下も懸念されているところである。 

そこで、ポータルサイトの運用を自治体で行うこととした場合、ポータルサ

イトの運営業者に対する多額の支払いはなくなり、より多くの寄附金を行政サ

ービスに使うことができるメリットがある。 

ただし、独自のサイトを設ける場合、サイトの構築や運営コストの負担や自

治体職員が担う事務負担の増加、ふるさと納税利用者による閲覧数の確保等の

課題があり、実現させるためには専門的な運用体制が不可欠となる難しさがあ

る。全国の自治体で共通のポータルサイトを作るというアイデアもあるが、専

門的な運用体制を構築しなければならないという課題は同じである。 
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また、ポータルサイトの運用を自治体へ変えるのみでは、ふるさと納税の利

用者の返礼品目的という意識に変化をもたらすことは想定しにくく、制度本来

の趣旨に沿った運用に改善されることは期待できず、有効な改善策ではないと

考える。 

 

３ ワンストップ特例制度の見直し 

 

前述した返礼品の禁止・ポータルサイトを自治体で運用という改善策につい

ては、検討したものの実現が困難という結論に至った。そこで、実現可能な改

善策として、ワンストップ特例制度の見直しについて検討した。 

始めに、本制度を見直す必要性について触れておくと、繰り返しになるが、

ふるさと納税の意義の１つとして、納税者が寄附先を選択する制度でその使わ

れ方を考えるきっかけとなることで、税に対する意識が高まり納税の大切さを

自分ごととしてとらえる貴重な機会になることが記載されている。しかし、ワ

ンストップ特例制度を活用することで手続きが簡略化される実態は、むしろ納

税意識の希薄化につながっていると考える。また、マイナンバーカードや、マ

イナポータルを活用した申告手続きが簡素化している現状やワンストップ特例

制度に伴う自治体の事務負担の増加等も踏まえ、本制度については見直す必要

があると考える。 

次に、自治体への財政影響が大きくなっていることに対する改善策として、

国による申告特例控除額に係る減収分の補填を提案する。 

現行のふるさと納税の控除の仕組みでは、確定申告が不要な給与所得者等に

ついては、ワンストップ特例制度を利用すると、所得税からの控除分も含めて、

すべて住民税から控除されることとなる。その際に住民税から追加で控除され

る部分が申告特例控除額に当たるが、その影響については、第２章５において

述べたとおり、年々増加している。 

ワンストップ特例制度は、給与所得者等にとって便利な制度であり、今後も

ふるさと納税の利用が拡大するとともに、それに比例して制度の利用者は増え

ていくことが想定される。その結果、申告特例控除額の影響も拡大し続け、自

治体財政への影響もさらに大きくなることが見込まれる。 

そもそも、納税者が確定申告を行うと所得税から控除され国が負担すること

となる減収分を、ワンストップ特例制度の利用により自治体が肩代わりする明

確な理由はなく、不合理である。そのため、国は、現行制度の見直しについて、

速やかに着手すべきである。この見直しは、ふるさと納税を利用する納税者の

税額控除や返礼品に対して全く影響を及ぼさないものであり、返礼品目的の制

度となっているという根本的な問題の解決にはつながらないものの、自治体へ

の財政影響が軽減され、かつ納税者の負担増にはならず、国と自治体の調整に

より実現可能な改善策として提案しておきたい。  



23 
 

４ 特例控除の廃止 

 

本調査会がさまざまな改善策を検討した結果、最も効果のある改善策として

提案したいのは、特例控除の廃止である。 

ふるさと納税が返礼品目的の傾向を強めた最大の要因は、第１章１でも触れ

ているが、2,000 円の負担のみで、それ以外の寄附金については全額住民税か

ら控除される仕組みとなっている特例控除があるからである。 

そこで、この状況を打開する抜本的な改善策として、本来の趣旨と乖離の原

因である特例控除を廃止すべきと考える。特例控除が、他の寄附金税制にない

強い経済メリットを生み、寄附の本来目的を希薄化させ、返礼品競争を助長し

たことは疑いないことである。 

本来の趣旨に沿った制度とするためには、適正な寄附金税制に戻すべきであ

り、そのためには、特例控除の廃止が最も効果的な改善策と考える。特例控除

が廃止されれば、他の寄附金税制と同様の控除内容となり、見返りを求めない

純粋な寄附金税制に近づくはずである。 

 また、特例控除を廃止する効果として、自治体への影響についても触れてお

きたい。指定都市市長会の試算における指定都市の令和６年度の減収分の内訳

は、基本控除額分 222億円、特例控除額分 1,354億円となっており、特例控除

額分は減収分全体の約 86％を占めている（【図表 16】）。特例控除が廃止され、特

例控除分の減収がなくなれば、自治体への財政影響も大きく軽減されることと

なる。さらに言えば、特例控除が廃止され、返礼品目的の利用が減少すれば、

返礼品競争の過熱が緩和されることにつながる。その結果、ポータルサイト運

営事業者への支払いも少なくなり、地方財源が減少することも抑制できると考

える。 

 

【図表 16】特例控除額の上限設定による影響額の試算（指定都市） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
参照：指定都市市長会「令和８年度税制改正要望事項」（令和７年 10月） 

 

特例控除の見直しは、指定都市市長会においても言及されており、「指定都

市の財政への影響額及び納税者への影響割合を考慮し、特例控除額に定額の上
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限（例えば指定都市における市民税の場合 10万円）を設定するなどの見直しを

早急に行うべき」と要望している（巻末参考資料 47 頁参照）。しかし、本調査会と

しては、返礼品目的の制度となっている現状を打破するため、制度の根本的な

問題に対応する改善策を提案したい。なぜなら、定額の上限の設定という方法

では、ふるさと納税をどの程度利用するかという度合いに多少の影響が生じる

のみで、返礼品目的の状況を抜本的に改善することはできないと考えるからで

ある。そのため、特例控除については、前述のとおり廃止を提案する。 

 

５ まとめ‐特例控除の廃止が最も効果的な改善策‐ 

 

今後もふるさと納税制度が持続するための改善策として、さまざまな改善策

を議論した。ただし、返礼品の禁止やポータルサイトを自治体で運用すること

については、特定の問題点を解決できると想定されるものの実現困難な改善策

である。そこで、実現可能な改善策として、国によるワンストップ特例制度に

おける申告特例控除額に係る減収分の補填を提案したものの、抜本的な改善策

ではない。議論の結論として、本調査会では、特例控除の廃止を最も効果的な

改善策として提案する。特例控除を廃止し、一般的な寄附金税制とすることで、

本来の趣旨に沿った制度となると考える。 

制度改正が実現するまでは、横浜市は、ふるさと納税が自治体財政に影響を

与えている状況などについて、市民の理解を促進するために広報を実施するこ

とや、国に対して制度の見直しを求める要望を効果的に行っていく必要がある

だろう。 

 

（追記）報告書を取りまとめたところで、国においてふるさと納税制度の見

直しの動きがあった。高所得者ほど高額の返礼品を受け取れるのは不公平だ

という指摘に対し、個人住民税の特例控除額に 193 万円（給与収入１億円相

当）の上限を新たに設定することが令和８年度税制改正の大綱に盛り込まれ

たのである。 

国は健全な運用に向けた見直しとしているが、給与収入１億円以上という

極めて限られた納税者に対する改正であり、問題の根本的な解決にはつなが

らず全くもって不十分である。ふるさと納税制度の問題解決には、我々が提

案する特例控除の廃止を行うことが必要なのである。 
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おわりに 

  

ふるさと納税は、国民の間でもきわめて関心の高いテーマであり、本調査会

としても活発な議論を行った。 

周知のように、さまざまな問題点が、さまざまに異なる立場・観点から指摘

されているため、ふるさと納税の問題点をいかに切り分けて料理するのか、論

点の立て方は容易ではなかった。そのため審議の難易度は高かったが、本調査

会メンバーは実務でも理論でも経験が豊富であるため、包括的で客観的な分析

を加えることができたと確信している。 

最終的な結論として、ふるさと納税に固有の特例控除の廃止を提言した。特

例控除が廃止されれば、返礼品目的での利用は大幅に減り、本来の趣旨に沿っ

た制度に立ち戻ることができると考えるからである。ここで言う本来の趣旨と

は、国レベルの議論で提示されている「生まれ育った自治体への恩返し」、「応

援したい自治体へのサポート」である。 

この本来の趣旨への回帰に加えて、特例控除の廃止が実現すれば、２つの問

題も解消する。２つの問題とは、大都市自治体に悪影響を与えている多額の減

収問題と、民間事業者のポータルサイト等への多額の支払い問題である。 

本報告書が、ふるさと納税制度の本来の趣旨に立ち返り、持続可能な公平な

制度設計や、ふるさと納税制度の見直しの一助となることを願って、報告書の

締めとしたい。冒頭にも記したように、多くの市民、市会議員、地方関係者、

そして国民のみなさまにご高覧いただければ幸いである。 

  



26 
 

（注１）総務省通知「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について」（平成 29 年４月

１日総税市第 28号）。 

（注２）金子宏「租税法 第 24版」97頁。 

（注３）総務省ホームページ「課税自主権の概要」。 
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